
◎「金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」ほか6条例の概要について

１．条例制定の背景
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、これまで厚生労働省令で定めていた施設等の人員、設備、運営等に関する
基準を条例で定めることとされた。

２．条例委任される基準
介護保険法に係る７省令に定められた基準について、７条例を新規制定（公布日　平成24年12月17日）

金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年金沢市条例第46号）

金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年金沢市条例第48号）

金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年金沢市条例第49号）

金沢市介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年金沢市条例第50号）

３．条例制定にあたっての国の基準の考え方
厚生労働省令で示された区分のうち、「従うべき基準」「標準」については厚生労働省令と同一の基準を条例において定め、「参酌すべき基準」について独自基準案の検討を行った。

従うべき基準 必ず適合しなければならない基準 従業者及び員数、居室面積、人権に直結する運営基準（身体拘束など）

標準 通常よるべき基準 利用定員

参酌すべき基準 十分参照しなければならない基準。十分参酌した結果としてであれば、
上記以外（居室以外の面積、一居室あたりの定員その他設備・運営等に関する基準）

地域の実情に応じて異なる内容を定めることは許容

４．独自基準についての検討経緯
○金沢市介護保険運営協議会の介護サービス向上専門部会において、平成２４年４月から７回にわたって審議し、「長寿安心プラン」の目指す「高齢者一人ひとりが尊厳を保ち、住み慣れた
地域で安心して暮らし続けるためのまちづくり」を実現するために、３つの基本的視点を設定、これに基づき金沢市独自の基準案の検討を行った。

○この協議会からの意見を踏まえ、下記の市独自基準を定めることとした。

５．市独自基準の概要
各項目の対象施設・事業所に該当する条例（基準）の条文については、別紙「市独自基準の対象施設等一覧」のとおり

多職種連携の担い手となる人材の育成（研修）

サービス利用者の安全確保と地域協力体制の構築

（非常災害対策の強化）

防災訓練等に、地域住民の参加が得られるよう連携すること。（努力義務）

災害時要援護者の受入に配慮すること。（配慮義務）

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）における 夜間及び深夜の時間帯を、利用者の生活実態に即して設定すること。（義務）

生活実態に即した職員勤務体制の整備

通所介護（デイサービス）等における設備の適正化 洗面設備、便所について、要介護（支援）者が使用するのに適したものを、利用定員に応じて

※1 適当数設置すること。（義務）

暴力団員の排除 事業を行う関係者（代表者、役員及び管理者）は、暴力団員であってはならない。（義務）

記録の整備（保存年限） 記録の保存年限を「２年間」から「５年間」に変更する。（義務）

測定方法の明記※1 廊下幅及び床面積の測定方法について、内法による測定と明記し、基準を明確化する。（義務）

介護老人福祉施設の原則個室化と入居者のプライバシー 居室定員は原則１人。ただし、市長が特に認める場合（※2）で、かつ、入居者のプライバシーに配慮した

に配慮した場合の特例（居室定員の特例） 構造とする場合は、２人以上４人以下とすることができる。（義務）

人権の尊重と虐待防止 職員に対する、人権擁護、虐待防止等に関する教育機会を確保すること。（義務）

虐待防止責任者の設置等による虐待防止体制の整備をすること。（努力義務）
※1 条例の制定施行の際、現に指定を受けている施設（条例の施行後に増改築された部分を除く）には、適用しない。
※2 既存施設の増改築等に際して、敷地の制約などから、個室化すると入居定員を減らさざるを得ない場合を想定

６．条例施行日
　　平成25年４月１日

(9) ①

②

地域包括ケアの促進
(1) 職員に対する、他サービスや医療などの地域の社会資源の把握及び連携に関する教育機会を確保すること。（義務）

(2) 当該施設の周辺地域の環境等を踏まえ、災害の種類に応じて施設防災計画を策定し、職員へ周知すること。（義務）

サービスの質の向上

平常時における関係自治体、近隣住民、医療機関、他の社会福祉施設等との協力体制を構築すること。（努力義務）

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

利用者の尊厳の確保

基本的視点 項　　　目 内　　　容

条　例　の　名　称 関係法律 担当局課

介護保険法 福祉局介護保険課

金沢市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年金沢市条例第47号）

金沢市介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成24年金沢市条例第51号）

金沢市介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年金沢市条例第52号）

区　分 法的効果 　基　準　の　具　体　例

国基準どおり

独自基準案を検討

資料番号 
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◎介護保険サービス指定基準条例　独自基準の適用について

(1)多職種連携の担い手となる人材の育成（研修）

⑤～⑦の条例に規定する全てのサービス

(3)認知症対応型共同生活介護（グループホーム）における

　生活実態に即した職員勤務体制の整備

(4)通所介護（デイサービス）等における設備の適正化 指定通所介護（予防含む）、指定特定施設入居者生活介護（予防含む）

(5)暴力団員の排除

(6)記録の整備（保存年限）

(7)測定方法の明記

⑤、⑥の条例で規定する全てのサービス

(8)介護老人福祉施設の原則個室化と入居者のプライバシー

　に配慮した場合の特例（居室定員の特例）

(9)人権の尊重と虐待防止

　○制定条例一覧

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

全てのサービス（①～⑦の条例に規定するもの）

条　例　の　名　称 番号

金沢市介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年金沢市条例第47号）

③ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

③、④
指定認知症対応型通所介護（予防含む）、指定小規模多機能型居宅介護（予防含む）、指定認知症対
応型共同生活介護（予防含む）、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、指定複合型サー
ビス

⑤、⑥

⑤ ⑤の条例で規定する全てのサービス

金沢市介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成24年金沢市条例第51号）

金沢市介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年金沢市条例第52号）

金沢市介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年金沢市条例第46号）

金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年金沢市条例第48号）

金沢市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年金沢市条例第49号）

金沢市介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年金沢市条例第50号）

指定認知症対応型通所介護（予防含む）、指定小規模多機能型居宅介護（予防含む）、指定認知症対
応型共同生活介護（予防含む）、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定複合型サービス

全てのサービス（①～⑦の条例に規定するもの）

①、②
指定通所介護（予防含む）、指定通所リハビリテーション（予防含む）、指定短期入所生活介護（予
防含む）、指定短期入所療養介護（予防含む）、指定特定施設入居者生活介護（予防含む）

③、④
指定認知症対応型通所介護（予防含む）、指定小規模多機能型居宅介護（予防含む）、指定認知症対
応型共同生活介護（予防含む）、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護、指定複合型サービス

⑤～⑦

③、④ 指定認知症対応型共同生活介護（予防含む）

①、②

全てのサービス（①～⑦の条例に規定するもの）

③、④

項　　　目
適 用 の 対 象 と な る 条 例

番号 適 用 の 対 象 と な る サ ー ビ ス

(2)サービス利用者の安全確保と地域協力体制の構築
　（非常災害対策の強化）

①、②
指定通所介護（予防含む）、指定通所リハビリテーション（予防含む）、指定短期入所生活介護（予
防含む）、指定短期入所療養介護（予防含む）、指定特定施設入居者生活介護（予防含む）

全てのサービス（①～⑦の条例に規定するもの）

資料番号 
３ 
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